
担当部署:（八草）学生サービスグループ、（自由ヶ丘）事務室 

学校生活を始める前に 
学校生活を始めるにあたって、新入生の皆さんがやるべき手続きがいくつかありま

す。以下を参考に、必要な手続きを行ってください。 

手続きについて分からないこと、どこに聞いたら良いか分からないことがあれば、学

生サービスグループ（八草）または事務室（自由ヶ丘）へ相談してください。 

       学生情報等の確認・変更（全員）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

氏名漢字・住

所・電話番号等

の確認・変更 

 学生の住所・電話番号の変更 

学内ポータルサイト（L-Cam）から各自で変更 

 上記以外の変更 

窓口へ申し出てください 

手続き方法について説明した動画を YouTube で視聴することができます。 

学生情報等の変更・修正が必要な場合は、視聴してから手続きをしてください。 

【URL】 https://youtu.be/NmFau5XISlU 

【チャプター】  

00:00  オープニング 

00:04  この動画の内容 

00:14  1,住所等の変更があったら 

00:57  2,本人の住所、携帯電話番号、メールアドレスの変更方法 

03:45  3,保証人の情報、自宅固定電話等の変更方法 

04:36  4,保証人の人物変更方法 

05:20  5,本人の改姓時の手続き 
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         通学手段ごとの手続き（全員）        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 愛環・名鉄・JR・近鉄等 

本学が発行する「在籍確認券通学証明書シール」を学生

証裏面に貼付けし、駅窓口で購入 

※「在籍確認券通学証明書シール」は入学式当日に配布済み 

 リニモ・名古屋市営地下鉄・バス 

学生証のみで購入可能 

※定期券購入方法は利用する鉄道会社へ問い合わせてください 

電車通学 

通学定期券の 

購入 

車・バイク通学 

学生駐車場の 

利用申請 

（八草キャンパスのみ） 

指定の WEB フォームに車両情報を登録してか

ら利用開始（https://forms.office.com/r/4f6N4P9b8J） 

※駐車場入口ゲートに防犯カメラを設置し、車両および車両ナンバーを撮影・

記録しています 

いずれのキャンパスも事前申請は不要 

・各キャンパスの指定場所に置いてください 

・「自転車損害賠償保険」等へ加入しましょう 

・万が一の事故に備えて「ヘルメット」を着用しましょう 

※電動キックボードの構内乗り入れおよび通学は禁止 

自転車通学 

駐輪場の利用 

（八草・自由ヶ丘キャンパス） 

自転車のみ 
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        入学奨励金の申請（対象者のみ）       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象者 

学部新入生のうち、次のいずれかに該当する人 

 父母・祖父母・兄弟姉妹が愛知工業大学の卒業生 

 兄弟姉妹が愛知工業大学に在学中 

提出書類 

 申請書（大学ホームページからダウンロード） 

 学生本人との続柄が確認できる書類（住民票※

または戸籍謄本※コピー） 
   ※マイナンバーが記載されていないもの 

提出期限  2024 年 4 月 19 日（金）厳守 

提出先 

 （八草）学生サービスグループ 

 （自由ヶ丘）事務室 

支給額 

原則、入学金の半額相当額 
※高等教育の修学支援新制度 授業料等減免対象者となっている方は、減額もしくは

支給されない場合があります。 
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              こんな時は・・・              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

落とし物 

忘れ物 

 落とし物、忘れ物をした 

   各キャンパスの担当部署まで問い合わせてください 

 落とし物、忘れ物を見つけた 

   近くの事務室へ届けてください 

教科書やノートなど、持ち物には名前（学籍番号）を記入しましょう 

持ち主が分かる落とし物は L-Cam で連絡します 

 公認欠席（忌引き、学校感染症など） 

「欠席届」に必要書類を添付して、担当課へ届出した後、授

業担当教員へ提出 
 

 公認欠席以外の配慮（病気・ケガ、交通事故、公共交

通機関の運休・遅延など） 
事由ごとに定められた所定の書類を授業担当教員へ提示 

授業を欠席した

（する） 

（学生便覧 P10） 


